
 

 

 

 

 

 

 

日頃からハローワーク村上をご利用いただき有難うございます。 

この広報紙は、事業主の皆様が必要とする情報を発信することを目的に作成しています。 

従業員の募集・雇用管理などの参考としていただければ幸いです。 

ハローワーク村上 求人部門 

(☎ 0254 -53-4141) 

 

 

＜雇用統計情報 平成 29年 7 月号(6月分内容)より抜粋。下表の数値は常用を用いています＞ 

  建築・土木 

・情報処理 

保健医療 

(医師除く) 
商品販売 自動車運転 

製品製造・

加工処理 
福祉関連 

建設・土木・

舗装作業 
一般事務 

有効求人 ２６ ５０ ２７ ３６ ４８ １０５ ７７ １６ 

有効求職 １１ １０ ４７ ２１ ２７ ３５ ２７ １０２ 

求人倍率 ２．３６ ５．００ ０．５７ １．７１ １．７８ ３．００ ２．８５ ０．１６ 

 

お仕事を探される方は減少傾向で推移しており、当所管内の有効求人倍率も

1.18倍（パートを含む全数）と１倍を超える状況が続いています。上記中にお

いて、求人倍率が１倍を上回る職種については求人数が求職者数を上回ってお

り、人材確保が難しい職種と言えます。 

このため、求人票の作成にあたりましては「お仕事をお探しの方が応募した

くなる求人（魅力がある＝分かりやすい求人）の作成」に取組むことも人材募

集には必要です。特に未経験者に募集内容を理解してもらう視点で求人票作成

に取組んでいただくことがポイントです☝ 

また、お仕事をお探しの方は正社員就職を希望する割合が高くなっていますので、ぜひ、正社員

での募集について検討をお願いいたします。 

 

～今回は営業関係職種の求人票記入編です～ 

 〇お仕事をお探しの方が知りたいこと       〇求職票の「仕事の内容欄」記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

① お仕事をお探しの方が応募したくなる求人とは？ 

 

・どんな商品を取り扱いますか？ 

・訪問方法は？ 

・訪問先は？ 

・営業範囲は？ 

・ノルマは？ 

当社は医療用機械を取り扱っており、個人の開業医

を顧客としています。主に既存の顧客に対する営業

が中心ですが、新規開拓もあります。 

営業範囲は新潟県内のほか、近県（山形、長野、富

山、石川）も対象です。営業車は貸与します。 

ノルマはありません。慣れるまでは（６ヶ月～１年

程度）先輩社員が同行しますので、未経験者も安心

してください。 

これでＯＫ 教えて？ 
なるほど 

(H290801) 

＊お仕事をお探しの方からは、この 

ような質問が多くなっています！ 

  

 



  

 

 

岩船郡村上市雇用対策協議会（会長 齋藤研）では、７月１２日に来春高校卒業生を対象とした

求人企業説明会（アクセス 2018・就職ガイダンス）を開催しました。 

 本ガイダンスは、就職を希望する高校生に対して「求人票の理解促進及び求人票だけでは伝える

ことのできない魅力の発信」を目的として開催しており、事業所は３０社、生徒は新潟地域の高校

生徒も含め１１５人の参加がありました。 

 当日は時折雨の降るあいにくの天候ではありましたが、参加

生徒からは「求人票ではわからない情報を得ることができた」

「企業の魅力を知ることができた」など、応募先を決定するに

あたり有益なガイダンスとなりました。９月１６日から高校生

の採用選考がスタートします。将来の企業運営を担う人材確保

のため、また、村上地域の活性化のため、将来性豊かな高校生

の積極的な採用をお願いいたします。 

 

 

  

６月２２日、村上電気工事協同組合の会員事業所向けに

「より良い雇用管理に向けて」と題した説明会を開催しま

した。全国的に雇用情勢は改善しており、村上地域におい

ても求人倍率が１倍を超える状況が続いているなど事業所

では人材確保が喫緊の課題となっています。このような状

況を踏まえ説明会では、人材確保に必要となる取組、魅力

ある求人票の作成、従業員の職場定着に向けた効果的な取

組み等を内容とさせていただきました。 

また第２部では、社会保険労務士による労務管理や助成金に関する説明が行われました。 

 ハローワークでは、関係機関と連携した事業所支援に取組んでおりますので、些細なことでもご

相談をお願いいたします。 

 

 

 

 平成２９年４月、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構が運営する全国のポリテクセンター、

ポリテクカレッジ等に、中小企業等の生産性向上に向けた人材育成を支援することを目的とした

「生産性向上人材育成支援センター」が開設されました。 

 センターでは、ものづくり分野を中心とした企業の課題やニーズに対応した訓練（能力開発セミ

ナー）、生産性向上に関する課題やニーズに対応した訓練（生産性向上支援訓練）等により支援を

しています。特に生産性向上支援訓練とは、企業の生産性向上に必要な生産管理、品質管理、原価

管理、物流、マーケティング等に関する知識やスキルを習得するための訓練であり、自社の会議室

での実施やポリテクセンター等の外部の研修施設の利用など、事業所の要望に応じた対応が可能と

なっています。詳しくは下記にお問い合わせください。  

 

ポリテクセンター新潟（生産性向上人材育成支援センター） 

   新潟県長岡市住吉３丁目１番１号 ／ 電話：０２５８－３３－２４５５ 

 

② アクセス 2018・就職ガイダンスを開催しました 

③ より良い雇用管理の取組に向けた説明会を開催しました 

④ 生産性向上人材育成支援センターのご案内 

（１）　雇用身分に係る希望 　 （２）　賃金形態に係る希望

（3）　応募先の決定にあたり重視する項目 （４）　求人票に関する関心の高い項目
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② 求職者の希望条件等は？

募集形態の見直し

•正社員の採用を希望す
る求職者が多くなってい
ます。

求職者が重視する項目

• 仕事内容に重点を置き、求
職活動に取組む方が多く
なっています。

求人票でＰＲ

•分かりやすい求人票作成、魅力
ある求人票作成は求職者に好印
象を与え、応募者の増加が期待
できます。



 

 

 

                                    新潟労働局の取組のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 御社の「働き方」を点検してみませんか？  

～ 従業員の職場定着のために、人材確保に向けたアピールのために ～  



 

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の 

理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありま

す（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、平成 30年４月１日から以下のように変わり

ます  。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

平成 30年４月１日から 

障害者の法定雇用率が引き上げになります 

① 対象となる事業主の範囲が、従業員 45.5人以上に広がります。 

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 
従業員 5０人以上から 45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。 

 ◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 
 ◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければな

りません。 

② 平成 33年４月までには、更に 0.1％引き上げとなります。 

※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。 

※2.3％となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員 43.5人以上に広がります。 

（障害者雇用率） 

％ 

2.0％ 

2.0 

０ 

平成 25年４月 平成 30年４月 平成 33年４月 

▶ 従業員 45.5 人以上 50 人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。 

３年を経過する日より前 

現 行 

また併せて、下記の２点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。 

▶ 平成 30年４月から３年を経過する日より前
※
に、民間企業の法定雇用率は 2.3％になります。  

   （国等の機関も同様に 0.1％引上げになります。） 

2.2％ 
2.3％ 


